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証券コード5953
2023年６月13日

（電子提供措置の開始日 2023年６月６日）

株 主 各 位
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地８

代表取締役社長 日 野 宏 昭

第101回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第101回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブ

サイトに電子提供措置事項を掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのう
え、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト https://www.showa.co.jp/ir/general/
QRコードからも
当社ウェブサイトに
アクセスができます

福岡証券取引所ウェブサイト https://www.fse.or.jp/listed/search.php
QRコードからも
福証ウェブサイトに
アクセスができます

（上記の福証ウェブサイトにアクセスいただく場合は、「銘柄名」に「昭和鉄工」または
「コード」に当社証券コード「5953」を入力・検索し、「詳細情報」を選択のうえ、「上
場会社詳細情報」にある「株主総会招集通知」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）またはインターネットにより議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、2023年６月
27日（火曜日）午後５時55分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。
議決権の行使方法につきましては、３頁から４頁に記載の「議決権行使についてのご案内」を

ご参照ください。
敬 具
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記

1. 日 時 2023年６月28日（水曜日）午前10時
2. 場 所 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地８

当社 宇美工場会議室（末尾のご案内図をご参照ください。）
3. 目 的 事 項

報告事項 1.第101期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件
2.第101期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

剰余金の処分の件
取締役６名選任の件
監査役１名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載のインターネット上の各ウェブサイトに

修正内容を掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
日時 2023年６月28日（水曜日）午前10時開始

株主総会にご出席されない場合

■ 書面（郵送）による議決権行使の場合

行使期限 2023年６月27日（火曜日）午後５時55分到着分まで
同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入のうえ、ご投函ください。

なお、議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示を

されたものとしてお取り扱いいたします。

■ インターネットによる議決権行使の場合 （パソコンまたはスマートフォン）

行使期限 2023年６月27日（火曜日）午後５時55分入力分まで
各議案に対する賛否をご入力ください。行使方法につきましては、４頁をご参照ください。

ご注意
１. 当日ご出席の場合は、書面（郵送）またはインターネットによる議決権行使のお手続はいずれも不要です。当日、議決権行使
書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

２. インターネットに関する費用（接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。
３. インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、ご利用いただけない場合があります。
４. インターネットと書面（郵送）の両方で議決権行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取
り扱いいたします。また、インターネットにより複数回またはパソコン、スマートフォンにて重複して議決権行使された場合
は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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（2）�上記（1）以外のご照会（住所・株式数など）
は、右記にお問い合わせください。

（1）�インターネットによる議決権行使に関す
るパソコン等の操作方法がご不明な場合
は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート専用ダイヤル
ふ0120(652)031（受付時間9：00～21：00）

②�証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行 証券代行部
ふ0120(782)031（受付時間�土日休日を除く�9：00～17：00）

①�証券会社に口座をお持ちの株主様
お取引の証券会社あてにお問い合わせください。

議決権行使コード・パスワード入力によるご行使

「スマート行使」によるご行使

以
降
は
画
面
の
案
内
に
従
っ
て

議
案
の
賛
否
を
ご
入
力
く
だ
さ
い
。

以
降
は
画
面
の
案
内
に
従
っ
て

議
案
の
賛
否
を
ご
入
力
く
だ
さ
い
。

ログイン２

同封の議決権行使書用紙に記載
された「議決権行使コード」を
入力し、｢ログイン」をクリック

パスワードの入力3

同封の議決権行使書用紙に記載
された「パスワード」を入力し、
実際にご使用になる新しいパス
ワードを登録

議決権行使ウェブサイト
にアクセス1

https://www.web54.net
「次へすすむ」をクリック

ウェブ行使

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行
使ウェブサイトログインQRコード」を読み取ることにより、「議決
権行使コード」及び「パスワード」を入力せずに議決権を行使する
ことができます。

「スマート行使」ご利用イメージ

議決権行使書

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権
行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」
をご入力いただく必要があります。

！
「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
当社は、株主の皆様への安定的な配当の継続を最重要課題と位置づけており、加えて企業
業績の他、今後予想される競争激化に耐えうるための経営効率化、新製品開発に備えるため
の内部留保の充実を勘案し、配当を行うことを基本方針としております。
第101期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の経営環境の見通し等を勘案した
うえで、１株につき50円とさせていただきたいと存じます。

（1） 配当財産の種類
金銭

（2） 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金50円
総額41,199,100円

（3） 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月29日
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第２号議案 取締役６名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役６名の

選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 当社における現在の地位及び担当 取締役会

出席回数

１ 日
ひ の
野 宏

ひ ろ あ き
昭 再任 代表取締役社長CEO 役員報酬委員会 委員長 13/13回

（100.0％）

２
い の う え さとし

井 上 敏 再任 取締役常務執行役員事業本部長 13/13回
（100.0％）

３ 尾
お じ ま
島 孝

た か の り
則 再任 取締役上級執行役員管理本部長兼総務部長 13/13回

（100.0％）

４ 執
し ぎ ょ う
行 貴

た か ひ ろ
洋 再任 取締役上級執行役員事業本部副本部長 10/10回

（100.0％）

５ 上
う え の
野 俊

と し ゆ き
幸 新任 社外 ― ―

６ 松
ま つ お
尾 利

と し ひ ろ
浩 再任 社外 社外取締役 役員報酬委員会 委員 11/13回

（84.6％）

（注） 執行貴洋氏は、2022年６月28日就任後開催の取締役会10回全てに出席しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

１

日
ひ
野
の
宏
ひ ろ あ き
昭

（1961年１月23日生）

1983年４月 当社入社
2006年４月 機器・装置事業本部環境空調事業部特販部長
2010年４月 機器装置事業部技術部長
2013年４月 事業統括部素形材ＢＵ長兼技術部長
2015年４月 執行役員事業統括部副統括部長兼素形材事業

部長
2017年４月 上級執行役員事業統括部技術・製造本部長
2017年６月 取締役上級執行役員事業統括部技術・製造本

部長
2018年４月 取締役上級執行役員事業統括部技術・製造本

部長兼構造改革推進部長
2020年６月 代表取締役社長ＣＥＯ構造改革推進部長
2023年４月 代表取締役社長ＣＥＯ

現在に至る

3,500株

２

井
い の う え
上 敏

さとし

（1958年５月１日生）

1977年４月 三光冷凍工業株式会社入社
1988年５月 当社入社
2014年10月 事業統括部サーモデバイスＢＵ長
2015年４月 事業統括部サーモデバイス事業部長
2017年４月 執行役員事業統括部サーモデバイス事業部長
2018年４月 上級執行役員事業統括部サーモデバイス事業

部長
2021年４月 上級執行役員品質保証部担当兼事業統括部サ

ーモデバイス事業部担当
2021年６月 取締役上級執行役員品質保証部担当兼事業統

括部サーモデバイス事業部担当
2022年４月 取締役常務執行役員事業本部長

現在に至る

1,500株
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

３

尾
お じ ま
島 孝

た か の り
則

（1965年５月27日生）

1990年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀
行）入行

2018年11月 当社入社
管理統括部副統括部長兼経営企画室長

2019年４月 執行役員管理統括部副統括部長兼経営企画室
長兼総務部長

2020年４月 上級執行役員管理統括部長兼経営企画室長兼
総務部長

2020年６月 取締役上級執行役員管理統括部長兼経営企画
室長兼総務部長

2022年４月 取締役上級執行役員管理本部長兼経営企画室
長兼総務部長

2023年４月 取締役上級執行役員管理本部長兼総務部長
現在に至る

900株

４

執
し ぎ ょ う
行 貴

た か ひ ろ
洋

（1965年10月24日生）

1986年４月 当社入社
2017年４月 事業統括部素形材事業部長
2020年４月 執行役員事業統括部製造本部長兼素形材事業

部長
2021年４月 執行役員事業統括部技術・製造本部長兼素形

材事業部長
2022年４月 上級執行役員事業本部副本部長
2022年６月 取締役上級執行役員事業本部副本部長

現在に至る
1,200株
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

５

※
上
う え の
野 俊

と し ゆ き
幸

（1963年５月24日生）

1987年４月 西部瓦斯株式会社（現 西部ガスホールディ
ングス株式会社）入社

2013年１月 株式会社西商代表取締役社長
2018年４月 西部瓦斯株式会社（現 西部ガスホールディ

ングス株式会社）理事
2019年４月 同 理事営業本部法人リビング開発部長
2021年４月 西部瓦斯株式会社執行役員営業本部営業計画

部長
2022年４月 同 常務執行役員営業本部営業計画部長
2023年４月 同 取締役常務執行役員営業本部副本部長

現在に至る
0株

６

松
ま つ お
尾 利

と し ひ ろ
浩

（1960年12月２日生）

1984年４月 西日本鉄道株式会社入社
2008年６月 同 住宅事業本部戸建住宅事業部長
2011年７月 同 住宅事業本部副本部長兼マンション事業

部長
2014年６月 同 執行役員住宅事業本部副本部長兼マンシ

ョン事業部長
2015年６月 同 取締役執行役員住宅事業本部長
2017年６月 同 上席執行役員都市開発事業本部長

当社社外取締役
現在に至る

2019年４月 西日本鉄道株式会社上席グループ理事
株式会社スピナ代表取締役社長

2020年４月 西日本鉄道株式会社常務執行役員住宅事業本
部長

2021年４月 同 常務執行役員住宅事業本部長兼戸建住宅
事業部長

現在に至る

0株
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（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
３．上野俊幸氏及び松尾利浩氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は上野俊幸氏につき一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有してい
ると判断し、同氏の選任が承認された場合、福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出
る予定であります。
また、当社は松尾利浩氏につき一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有してい

ると判断し、福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認され
た場合、引き続き独立役員としての届出を継続する予定であります。

４．社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要等
上野俊幸氏につきましては、主に社会基盤事業の経営に関する豊富な経験を通じて培った高い見

識から、取締役会や役員報酬委員会等において、当社経営陣の業務執行の監督機能強化への貢献及
び客観的な視点からの助言・提言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
また、松尾利浩氏につきましては、主に社会基盤事業の経営に関する豊富な経験を通じて培った

高い見識から、取締役会や役員報酬委員会等において、当社経営陣の業務執行の監督機能強化への
貢献及び客観的な視点からの助言・提言を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするも
のであります。
なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって６年となります。

５．社外取締役との責任限定契約について
当社は社外取締役として有能な人財を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への

損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役候補者で
ある上野俊幸氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。
また、社外取締役候補者である松尾利浩氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しており、

同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の当該責任限定契約を継続する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条
第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の執行につい
て善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

６．取締役との役員等賠償責任保険契約について
当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取

締役がその職務の執行に関して責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生じることのある損害賠償金や争訟費用等の損害を当該役員等賠償責任保険契約で填補するこ
ととしております。
なお、各取締役候補者が取締役に就任した場合は、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者とな

り、任期途中に当該役員等賠償責任保険契約を更新する予定であります。
７．会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上
記の他に特記すべき事項はありません。
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査役３名のうち、伊達正治氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査

役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

伊
だ て
達 正

ま さ は る
治

（1963年９月18日生）

1987年４月 株式会社福岡相互銀行（現 株式会社西日本シ
ティ銀行）入行

1992年１月 当社入社
2017年４月 管理統括部経理部長兼経営企画室次長
2018年４月 管理統括部経理部長兼海外事業室長兼経営企画

室次長
2020年４月 社長付
2020年６月 常勤監査役

現在に至る
1,100株

（注）１．監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．監査役との役員等賠償責任保険契約について

当社は監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監
査役がその職務の執行に関して責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生じることのある損害賠償金や争訟費用等の損害を当該役員等賠償責任保険契約で填補するこ
ととしております。
なお、監査役候補者が監査役に就任した場合は、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となり、

任期途中に当該役員等賠償責任保険契約を更新する予定であります。
３．会社法施行規則第76条に定める、監査役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上
記の他に特記すべき事項はありません。

以 上
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事 業 報 告
（2022

2023
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に伴う規制が徐々
に緩和され、社会経済活動の正常化に向けた動きが進みつつある一方で、長引く原材料
価格の高騰や急激な為替変動等の影響により、依然として先行き不透明な状況で推移し
ました。
このような情勢の中で当社グループは、創業140周年を迎える2023年に向けた中期経
営計画「全社横断の改革を実行し “１４０” へ向かおう！」の最終年度として、営業・製
造・サービス活動のさらなる生産性改善による収益基盤の確立と構造改革を進め、重点課
題である「全体最適化と人材育成を加速させる体制づくり」、「実践的な生産性改革の推
進」及び「全社一丸での事業収益の拡大」に取り組んでまいりました。
その結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は120億4千2百万円（前連結会計
年度比12.2％増）、受注高につきましては131億3千8百万円（同比10.5％増）となりま
した。
損益面では、設備投資の需要増に伴う受注環境の好転により売上高は増加しましたが、

原材料・資源価格の上昇や売価への反映遅れ等が影響し、経常利益は5千6百万円（前連
結会計年度は経常損失1億5千4百万円）となりました。
また、特別利益に投資有価証券売却益4千6百万円等を計上した結果、親会社株主に帰

属する当期純利益は7千8百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失9千
9百万円）となりました。

事業セグメント別の業績は次のとおりであります。
[機器装置事業]
機器装置事業につきましては、アフターコロナを見据えた設備投資意欲の高まりによ

り、ボイラー、ヒーター等の熱源機器やエアハンドリングユニット、ヒートポンプ式外気
処理機等の空調機器の売上が好調に推移しました。また、熱処理炉等のサーモデバイス機
器は一部案件の失注があったものの売上は堅調に推移しました。
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その結果、当事業の売上高は67億4千2百万円（前連結会計年度比13.5％増）、受注高
は77億4千8百万円（同比17.0％増）となりました。
[素形材加工事業]
素形材加工事業につきましては、精密鋳造品は主要顧客の在庫調整が進んだことにより
需要が増加し、売上は好調に推移しました。景観製品は材料費高騰に伴う発注遅れ等が影
響し、売上は低調に推移しました。
その結果、当事業の売上高は19億2千5百万円（前連結会計年度比2.9％減）、受注高は

19億3千6百万円（同比12.0％減）となりました。
[サービスエンジニアリング事業]
サービスエンジニアリング事業につきましては、空調設備・給排水衛生設備工事が堅調

に推移しました。また、新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和されたことに伴
い、有料サービスも好調に推移しました。
その結果、当事業の売上高は33億7千3百万円（前連結会計年度比20.1％増）、受注高

は34億5千3百万円（同比12.6％増）となりました。

セグメント別の売上高、受注高の状況は次のとおりであります。
売 上 高 受 注 高

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）
機 器 装 置 事 業 6,742 56.0 7,748 59.0
素 形 材 加 工 事 業 1,925 16.0 1,936 14.7
サービスエンジニアリング事業 3,373 28.0 3,453 26.3

合 計 12,042 100.0 13,138 100.0
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（2）設備投資の状況
当連結会計年度は、素形材加工事業における精密鋳造品溶解作業用高周波電気誘導炉の

更新及び宇美工場ショールームヘリテージコーナーの内装・展示工事を中心に総額1億5
千万円の設備投資を実施いたしました。
これらの設備資金は、自己資金によってまかなっております。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度の資金調達に関し、特記すべき事項はありません。

（4）財産及び損益の状況

区 分 第 98 期
（2020年３月期）

第 99 期
（2021年３月期）

第 100 期
（2022年３月期）

第 101 期
（2023年３月期）
（当連結会計年度）

受 注 高（百万円） 11,893 10,207 11,890 13,138
売 上 高（百万円） 12,042 11,464 10,735 12,042
経常利益または
経 常 損 失 （△）（百万円） 389 173 △154 56

親会社株主に帰属する当期純利益または
親会社株主に帰属する当期純損失（△）（百万円） 21 208 △99 78

１株当たり当期純利益または
１株当たり当期純損失（△） （円） 25.73 252.65 △120.26 95.78

総 資 産（百万円） 14,574 15,335 14,796 15,635
純 資 産（百万円） 4,422 5,396 5,025 5,634
（注）１．１株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失の算出は、期中平均株式数により算出しており

ます。
２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第100期の期首から
適用しており、第100期以降に係る財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後
の指標等となっております。

３．各連結会計年度の主な変動要因は次のとおりであります。
第98期 特別損失として中国向け受注案件の棚卸資産評価損等の計上により、親会社株主に帰属

する当期純利益は前年度比減となりました。
第99期 新型コロナウイルス感染症拡大による営業・サービス活動の制限に伴う売上高の減少等

はありましたが、全社的な経費削減に加え、特別利益として投資有価証券売却益の計上
により、親会社株主に帰属する当期純利益は前年度比増となりました。

第100期 新型コロナウイルス感染症拡大による営業・サービス活動の一部制限に加え、原材料の
価格上昇や調達遅延、顧客の工事延期等も影響し、親会社株主に帰属する当期純損失を
計上いたしました。

第101期 当連結会計年度につきましては「（1）事業の経過及びその成果」に記載のとおりであり
ます。
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（5）対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、わが国経済は新型コロナウイルス感染症の５類感染症移

行に伴い社会経済活動の正常化が一段と進むことが期待される一方で、物価の上昇や原材
料価格の高止まり及び欧米を中心とする海外経済の減速等により景気が下振れするリスク
もあり、依然として先行き不透明な状況が続くものと予想されます。
このような情勢の中で当社グループは、2023年度から2025年度までの３ヶ年におけ

る新中期経営計画「人財戦略・事業戦略を一貫させた強い昭和鉄工で持続的社会への一翼
を担おう！」を策定いたしました。当社グループが新たな成長トレンドに向かうべく、こ
れまで当社の長い歴史を支えてきたモノづくりへの想いと熱技術の探求へ原点回帰する一
方で、直面する社会や環境の様々な課題に取り組み、持続的に成長する共存共栄の世界実
現の一翼を担えるよう、次の連結数値目標と重点課題を実現してまいります。

① 連結数値目標
2023年度

（2024年３月期）
2024年度

（2025年３月期）
2025年度

（2026年３月期）

売 上 高（百万円） 12,700 13,500 14,500
営 業 利 益（百万円） 270 575 765
営 業 利 益 率 （％） 2.1 4.3 5.3

② 重点課題
【リバイバルＳＨＯＷＡ】人財戦略と事業戦略が一貫した “強い昭和鉄工” の実現
１．事業運営と管理運営の抜本的見直し（データドリブン経営）
・ＤＸ推進部によるデータ分析基盤の整備、データ活用文化の醸成と事業部門の能動的
な顧客獲得・提案に寄与するデジタル施策の推進
・財務経理部による原価・売価のチェック機能強化と事業部門の業務効率化サポート
・人事部による人財データベースの構築と事業戦略に連動した人財配置・競争優位の支
援
・資材部主導のタイムリーな価格情報分析、在庫・外注管理、部品の共通化等による収
益率の改善
・品質保証部と技術・製造・営業・サービス部隊の協同によるデータ分析に基づいた生
産工程・品質不良コントロールと顧客ニーズに基づいたより良い製品提案
・内部監査室主導の事業施策遂行リスク分析、業務改善提言等による内部統制の拡充



― 16 ―

２．組織風土改革と自律人財の育成（人財第一主義経営）
・「人」で勝てる現場力向上に向けたミッション・ビジョン・バリューの定着化
・揺るぎない価値創造とリーダーシップ開発のための階層別教育システムや社内アカデ
ミーの確立

【サバイバルＳＨＯＷＡ】強い昭和鉄工が一翼を担う “持続的社会” の実現
１．ライフサイクル型事業の推進
・顧客の持続的成長に不可欠な省エネ製品組込型システムの提案や有効スペース拡充確
保に寄与するコンパクト製品の量産化
・省エネ診断、省エネチューニング等の顧客満足度向上に向けた継続的なフォロー提案
・脱炭素社会に向けて顧客の一番近くで低炭素化を支援するサービスエンジニアの育成
強化
・安全性・耐候性に加えライフサイクルコスト抑制の施工性に富んだ橋梁用多目的フェ
ンスの拡販

２．サステナブル新商品の創出
・カーボンニュートラルに向けた新型業務用エコキュートの上市や高効率ヒーターのス
タンダード化
・CO ₂ 冷媒ヒートポンプ搭載の次世代外気処理機やＺＥＢ推進に合わせた省エネ空調
機の開発
・加熱機器の電化・省エネ化に向け、個々の顧客要望に対応可能な電気ヒーターのカス
タム提案
・半導体製造装置等の市場向けに自動化・温湿度管理性能向上の熱風循環式加熱炉の開
発・提案
・機能差別性の高いＩＲセラミックヒーターのシリーズ展開とユニット製品化
・安全性・機能性・デザイン性に富んだ生活道路用柵や車止めの開発

これからも『誠実を造り、誠実を売り、誠実をサービスする』の社是のもと、全社共通
の価値観として再構築したミッション・ビジョン・バリューを実践し、全力をつくして業
績の向上と安定した収益基盤の確立に邁進していく所存であります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申しあげま
す。
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（6）主要な事業内容
事 業 部 門 事 業 内 容

機 器 装 置 事 業
ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット等の空調機器、業務用
エコキュート・ボイラー・ヒーター・バーナー・オユシス等の熱源機器、
循環温浴器・空気清浄機等の環境機器、液晶パネル製造用熱処理炉等のサ
ーモデバイス機器の製造販売

素 形 材 加 工 事 業 橋梁用防護柵等の景観製品、鋳造品等の製造販売

サービスエンジニアリング事業 空調機器、熱源機器等の一部販売・メンテナンス・取替工事及び給排水衛
生設備等の設計・監理・施工の請負

（7）主要な営業所及び工場
① 当社
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
本 社 福 岡 県 糟 屋 郡

営 業 所

名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市
支 社 東 京 支 社 神奈川県川崎市 広 島 営 業 所 広 島 県 広 島 市

支 店
東 京 支 店 神奈川県川崎市 下 関 営 業 所 山 口 県 下 関 市
大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市 南 九 州 営 業 所 熊 本 県 熊 本 市
九 州 支 店 福 岡 県 糟 屋 郡 鹿 児 島 営 業 所 鹿児島県鹿児島市

営 業 所
札 幌 営 業 所 北 海 道 石 狩 市

工 場
札 幌 工 場 北 海 道 石 狩 市

仙 台 営 業 所 宮 城 県 仙 台 市 宇 美 工 場 福 岡 県 糟 屋 郡
北 関 東 営 業 所 埼玉県さいたま市 古 賀 工 場 福 岡 県 古 賀 市

② 子会社
社 名 所 在 地

昭 和 ト ー タ ル サ ー ビ ス 株 式 会 社 福 岡 県 糟 屋 郡

（8）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
該当事項はありません。

② 子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資
比 率 主 要 な 事 業 内 容

昭和トータルサービス株式会社 70百万円 100.0％ 業務請負、労働者派遣及び不動産の管理・賃貸
（注） 特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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（9）従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
381名 ４名増

（注） 従業員数には、臨時パート社員及び嘱託は含んでおりません。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
378名 ４名増 41.2歳 18.0年

（注） 従業員数には、臨時パート社員及び嘱託は含んでおりません。

（10）主要な借入先の状況
借 入 先 借 入 額（百万円）

株 式 会 社 福 岡 銀 行 1,115
株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 645
株 式 会 社 北 九 州 銀 行 465
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 400
株 式 会 社 十 八 親 和 銀 行 375

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項
（1）株式に関する事項
① 発行可能株式総数 2,400,000 株
② 発行済株式の総数 823,982 株（自己株式73,018株を除く）
③ 株 主 数 781 名

（2）大株主の状況（上位10名）
株 主 名 持 株 数（株） 持 株 比 率（％）

株 式 会 社 福 岡 銀 行 38,650 4.69
株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 38,500 4.67
株 式 会 社 北 九 州 銀 行 35,750 4.33
西 部 ガ ス ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 34,500 4.18
西 日 本 鉄 道 株 式 会 社 29,100 3.53
飯 田 久 泰 26,700 3.24
飯 田 卓 子 25,561 3.10
飯 田 吉 宣 24,088 2.92
渡 辺 秀 一 郎 20,000 2.42
稲 田 好 美 19,813 2.40

（注）１．当社は自己株式（73,018株）を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。
２．持株比率は、自己株式（73,018株）を控除して計算しております。

（3）その他株式に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
取 締 役 社 長
（代 表 取 締 役） 日 野 宏 昭 ＣＥＯ構造改革推進部長

取 締 役 井 上 敏 常務執行役員事業本部長
取 締 役 尾 島 孝 則 上級執行役員管理本部長兼経営企画室長兼総務部長
取 締 役 執 行 貴 洋 上級執行役員事業本部副本部長
取 締 役 村 瀨 廣 記 ひびきエル・エヌ・ジー株式会社 相談役
取 締 役 松 尾 利 浩 西日本鉄道株式会社 常務執行役員
常 勤 監 査 役 伊 達 正 治

監 査 役 吉 田 泰 彦
株式会社福岡銀行 顧問
株式会社ＦＦＧベンチャービジネスパートナーズ 代
表取締役社長

監 査 役 本 田 隆 茂
株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 取
締役執行役員
株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員

（注）１．取締役村瀨廣記氏及び松尾利浩氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役吉田泰彦氏及び本田隆茂氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役村瀨廣記氏及び松尾利浩氏は、当社が両氏につき一般株主と利益相反が生じるおそれのない
高い独立性を有していると判断し、福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け
出ております。

４．当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。
・2022年６月28日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって、倉岡淳氏は取締役を退任いた
しました。
・2022年６月28日開催の第100回定時株主総会において、執行貴洋氏は取締役に選任され、就任
いたしました。

（2）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との
間で締結し、被保険者がその職務の執行に関して責任を負うことまたは当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生じることのある損害賠償金や争訟費用等の損害を当該保
険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役
員等であり、その保険料については全額当社が負担しております。
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ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者
が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害等は填補の対象とならな
いこととしております。

（3）取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、役員報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により、取締役の個人別
の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。

[基本方針]
当社は、取締役の報酬等について、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的

なコーポレートガバナンスを実現するための重要事項の一つと位置づけ、次の基本方針に
基づき役員報酬制度を設計しております。
・ 当社及び当社グループの持続的な成長と永続的な企業価値の向上を目的として、企
業理念や経営方針に即した職務遂行を最大限に促し、業績目標の達成を動機づけるも
のとします。

・ 会社にとっての稔りは人財であると謳う「会社農場論」の精神のもと、経営環境及
び当社が担う社会的役割や責任等を勘案し、当社の発展を担う多様で有為な人財を確
保・維持できるものとします。
・ 株主や従業員をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる公正
性・合理性を備え、透明性・客観性の高い報酬決定プロセスを経るものとします。
個々の取締役の報酬等の決定については、各職責を踏まえた適正な水準とします。具体

的には、業務執行取締役の報酬は、毎事業年度の業績改善に加えて中長期的な成長を動機
づけるため、「固定報酬としての基本報酬」及び「業績連動報酬等」により構成し、業務
執行から独立した立場で監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、「固定報
酬としての基本報酬」のみとしております。

[基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針]
基本報酬は、株主総会の決議により定められた取締役報酬限度額の範囲内で、各取締役
の役位、職務内容、職責に応じた月額の固定報酬とします。
なお、定期的に外部の客観的データ、評価データ等を活用し、業種、業態、事業規模等
が類似する他企業の報酬水準、当社の財務状況や従業員給与の水準をも考慮のうえ、総合
的に勘案して決定します。
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[業績連動報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針]
業績連動報酬等は、株主総会の決議により定められた取締役報酬限度額の範囲内で、利

益ある成長の実現と業績向上に対する意識を高めるため、業績指標（ＫＰＩ）を反映し、
賞与として毎年一定の時期に支給する金銭報酬とします。
目標とする業績指標とその値は、当社グループの会社業績に関わる重要な連結経営指標
から、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、経営環境の変化に応じて
見直しを行うものとします。
業績連動報酬等の額の算定方法は、各事業年度において、業績指標の目標値に対する達
成度に応じて算出された額に対し、社外取締役を除く各取締役の役位、職務内容、職責を
反映して支給額を決定します。

[金銭報酬の額及び業績連動報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関す
る方針]
業務執行取締役の種類別の報酬割合は、業種、業態、事業規模等が類似する他企業の報
酬水準を踏まえ、当社の事業性質やインセンティブ報酬の実効性等を考慮のうえ、総合的
に勘案して決定します。
なお、種類比率の目安は、基本報酬：業績連動報酬等＝８：２とします。

[取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項]
取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会において決定します。
なお、報酬決定プロセスに関する透明性及び公正性をより一層向上させることを目的と
して、当社が任意に設置し、社外取締役が過半数を占める役員報酬委員会にて、客観的な
視点から取締役の報酬水準、報酬構成、報酬額の妥当性等について審議します。
取締役会は、役員報酬委員会の審議・答申内容を踏まえ、最終決定しなければならない
ものとします。

② 監査役の報酬等の額に係る決定方針に関する事項
当社は、監査役会における監査役の協議により、監査役の報酬等の額に係る決定方針を

定めております。

[基本方針]
監査役の報酬等は、株主総会の決議により定められた監査役報酬限度額の範囲内で、そ

の職責が取締役の職務執行の監査であることから基本報酬のみとし、常勤・非常勤の区
分、業務分担の状況等を勘案し、月額の固定報酬を支給します。
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なお、定期的に外部の客観的データ、評価データ等を活用し、業種、業態、事業規模等
が類似する他企業の報酬水準を考慮しながら、監査役の協議により決定します。

③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）は、1991年６

月27日開催の第69回定時株主総会において月額15百万円以内と決議されております。当
該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名です。
また、監査役の報酬限度額は、1991年６月27日開催の第69回定時株主総会において
月額４百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は２
名です。

④ 取締役の個人別の報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿う
ものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、原案について、役員報酬委員会が
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、
取締役会が役員報酬委員会の審議・答申内容を尊重して決定していることから、当該決定
方針に沿うものであると判断しております。

⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分 員数
報酬等の種類別の総額

報酬等の総額
基本報酬（固定報酬） 業績連動報酬等（賞与）

取 締 役
（社外取締役を除く） ５名 69百万円 ― 69百万円

監 査 役
（社外監査役を除く） １名 10百万円 10百万円

社 外 取 締 役 ２名 ６百万円 ６百万円
社 外 監 査 役 ２名 ４百万円 ４百万円

合 計 10名 91百万円 ― 91百万円
（注）１．取締役及び監査役の員数及び報酬等の総額には、2022年６月28日開催の第100回定時株主総会終

結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。
２．当事業年度に係る業績連動報酬等（賞与）の支給はありません。
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（4）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
・ 社外取締役村瀨廣記氏は、ひびきエル・エヌ・ジー株式会社の相談役であります。な
お、ひびきエル・エヌ・ジー株式会社の親会社である西部ガスホールディングス株式会社
は当社の大株主であり、当社は西部ガスホールディングス株式会社及びその関係会社との
間に一般消費者としての通常の取引関係があります。

・ 社外取締役松尾利浩氏は、西日本鉄道株式会社の常務執行役員であります。なお、西日
本鉄道株式会社は当社の大株主であり、当社は西日本鉄道株式会社及びその関係会社との
間に一般消費者としての通常の取引関係があります。
・ 社外監査役吉田泰彦氏は、株式会社福岡銀行の顧問及び株式会社ＦＦＧベンチャービジ
ネスパートナーズの代表取締役社長であります。なお、株式会社福岡銀行は当社の大株主
であり、当社は株式会社福岡銀行との間に借入等の取引関係があります。また、株式会社
ＦＦＧベンチャービジネスパートナーズの親会社である株式会社ふくおかフィナンシャル
グループは株式会社福岡銀行の親会社でもありますが、当社と株式会社ＦＦＧベンチャー
ビジネスパートナーズとの間に特別の関係はありません。

・ 社外監査役本田隆茂氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執
行役員及び株式会社西日本シティ銀行の取締役常務執行役員であります。なお、株式会社
西日本フィナンシャルホールディングスの子会社である株式会社西日本シティ銀行は当社
の大株主であり、当社は株式会社西日本シティ銀行との間に借入等の取引関係がありま
す。
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② 当事業年度における主な活動状況
氏 名 区 分 主な活動状況

村 瀨 廣 記 社外取締役

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、主に社会基盤事業の経営
に関する豊富な経験を通じて培った高い見識から、当社の経営上有用な
発言を適宜行っております。
また、役員報酬委員会の委員として、報酬決定プロセスに関する透明性
及び公正性をより一層向上させることを念頭に、客観的な視点から意
見・提言を行っております。

松 尾 利 浩 社外取締役

当事業年度開催の取締役会13回中11回に出席し、主に社会基盤事業の
経営に関する豊富な経験を通じて培った高い見識から、当社の経営上有
用な発言を適宜行っております。
また、役員報酬委員会の委員として、報酬決定プロセスに関する透明性
及び公正性をより一層向上させることを念頭に、客観的な視点から意
見・提言を行っております。

吉 田 泰 彦 社外監査役
当事業年度開催の取締役会13回中12回に出席し、また当事業年度開催
の監査役会９回中８回に出席し、主に銀行業務を通じて培った豊富な経
験から、当社の経営上有用な発言を適宜行っております。

本 田 隆 茂 社外監査役
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、また当事業年度開催の監
査役会９回全てに出席し、主に銀行業務を通じて培った豊富な経験か
ら、当社の経営上有用な発言を適宜行っております。

③ 責任限定契約の内容の概要
当社は社外役員全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結してお
り、当該契約に基づく賠償の限度額は法律が規定する最低責任限度額であります。

④ 当社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬等の額
該当事項はありません。
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5. 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）会計監査人の報酬等の額
支 払 額

①会計監査人の報酬等の額 30百万円
②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 30百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の支払額にはこれらの合計額を
記載しております。

２．監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会
計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるか
について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っ
ております。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断し
た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定
いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場
合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査
人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
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6. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
（1）当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制
① コンプライアンス体制に係る「企業倫理規範」及び「企業行動指針」を制定し、当社及
び子会社の役員及び使用人が法令及び定款を遵守するとともに、企業倫理を自ら実践しま
す。
② 取締役会の経営監督機能を強化し、かつ独立した公正な立場から経営判断に対するアド
バイスを受けるため、複数の社外取締役の招聘に努めます。
③ 法令遵守の徹底を図るため、当社及び子会社の役員及び使用人から構成されるコンプラ
イアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の適正運用を進めています。
また、法令違反等の未然防止と早期発見のため、内部通報・相談制度（コンプライアン

スホットライン）を設置しています。
④ 財務報告に係る内部統制システムの信頼性を確保するため、代表取締役社長直轄の内部
監査室において業務の文書化及び的確な報告プロセスの整備を統括するとともに、内部統
制の基本的要素の有効性を評価したうえで必要な改善を推進しています。
⑤ 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「恐れない、
金を出さない、利用しない」の原則を守ります。
また、警察及び関係省庁並びに顧問弁護士等との密接な連携を図り、反社会的勢力に関

する情報と適切な助言や協力を確保できる体制をとっています。

（2）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る文書その他の情報（以下、「文書等」という）については、
「文書管理規程」に基づき適切に保存し、かつ管理を行っています。
② 取締役及び監査役は、文書等を常時閲覧できるものとしています。

（3）当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行い、各部門（子会社を含む）
の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行っています。
② 各部門（子会社を含む）において、リスク管理に係る各種社内規程を見直し、必要に応
じてリスク管理の観点から規程の制定を行います。

（4）当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 執行役員制度の運用により、意思決定と業務執行の機能分離を図り、取締役会を活性化
するとともに、経営意思決定を迅速に行う体制をとっています。
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② 定例の取締役会や常勤役員会の他、執行役員を含めた経営会議を開催し、経営計画及び
各部門（子会社を含む）の業務計画について、進捗状況及び施策の実施状況等を定期的に
確認し、必要な検討を行っています。
③ 通常の職務の執行は、職務権限に係る社内規程に基づき、適切かつ効率的に行っていま
す。

（5）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに子会社
の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
① 当社と子会社との間における不正な取引や会計処理を防止するため、当社において指導
及び内部統制に関する対応支援を行っています。
② 子会社の管理に関する「関係会社管理規程」により、子会社に係る一定の事項について
は、事前に当社と協議し、承認を得ることにしています。
また、子会社の取締役の職務の執行に係る事項については、当社はいつでも子会社に必
要な報告を求めることができるものとしています。

（6）当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項並びに当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査
役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 監査役は、必要に応じて総務部その他の使用人に対し、監査に必要な業務を命令するこ
とができるものとしています。
② 監査役の職務を補助する使用人は、その業務に関して取締役の指揮命令を受けずに、監
査役の指示に誠実に従わなければならないことにしています。
また、当該使用人の人事異動等については、監査役の意見を尊重することにしていま

す。

（7）当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制及び子会社の取締役、監
査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
① 当社及び子会社の役員及び使用人は、当社の監査役に対し、法令及び定款に違反する事
項、会社に著しい影響を及ぼす事項及び経営状況に関する事項について、速やかに報告す
る体制をとるとともに、当社の監査役はいつでも当社及び子会社の役員及び使用人に必要
な報告を求めることができるものとしています。

② 当社の監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役員及び使用人に周知徹底します。
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（8）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査に必要な予算を計上し、当該

予算内で適正に管理しています。
また、緊急又は臨時に支出した費用については、監査役の請求に応じて償還することに

しています。

（9）その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を行い、意思の疎通を図っています。
② 監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、内部監査室と経理部、総務部及
び経営企画室の担当役員は連携し、監査役の要求に応じた支援体制をとることにしていま
す。

当該体制の運用状況の概要
（1）コンプライアンス体制
① 企業理念の実践の一つとして、よりよい就労環境を図るため、女性活躍推進委員会によ
るアンケート調査やフィードバック等を実施する他、ＰＲポスターを発信し、女性が活躍
できる職場づくりの推進を周知徹底しました。
② コンプライアンス委員会では、年２回のコンプライアンスに関するモニタリングを実施
する他、コンプライアンスホットラインへの通報及び相談に対して都度迅速に対応してお
ります。
また、公益通報体制の整備の一環として、通報・相談者の範囲拡充や常勤監査役の独立
性確保強化及び関与明確化のため、「コンプライアンスホットライン規程」を改正しまし
た。
さらに、当社及び子会社の役員及び管理監督者を対象に「ハラスメント問題（パワハ
ラ）」をテーマとした社内講習会を開催しました。

（2）リスク管理体制
① 業務遂行におけるリスク低減対策等の取組み状況を発表するリスクアセスメント運動発
表大会を年１回開催しております。
② 新型コロナウイルス感染症への対応として「新型コロナウイルスによる肺炎対策本部」
主導の対策会議を適宜実施し、当社及び子会社の役員及び使用人に全社での徹底事項の通
達を行う他、感染リスク低減に向けて状況に応じた各種対策を実行しました。
③ 内部監査室は、会計監査人と連携して業務プロセスに係る内部統制の見直しや抜打ち監
査等を行い、是正対策のフォローに注力しました。
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（3）取締役及び監査役の職務の執行
① 独立性の高い社外取締役を２名選任し、経営に関する豊富な経験と専門的見地から、取
締役会等において議案審議に有用な意見や助言を受けるなど、経営に対する監督機能の強
化を図っております。
また、社外役員にタブレット端末を配布し、取締役会等への出席率の維持向上とテレビ

会議システムを活用した効率的な議案審議を行える環境を整備しております。
② 当社は、取締役会を原則として毎月１回開催する他、当事業年度において、常勤監査役
及び執行役員を含めた常勤役員会を25回、経営会議を12回開催し、経営計画の進捗状況
及び施策の実施状況等を確認するとともに、必要な検討を行いました。
③ 監査役は、当事業年度において、監査役会を９回開催する他、代表取締役社長との意見
交換会を３回開催しました。
また、適宜、会計監査人との意見交換も実施しております。

④ 当社の業務執行責任体制を明確にするため、現行の組織体制と責任・権限のあるべき姿
を踏まえ、「職務権限規程」を改正しました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額及び持株比率は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示してお

ります。
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連結貸借対照表
（2023年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）

流 動 資 産 8,639 流 動 負 債 7,202
現 金 及 び 預 金 2,351 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 849
受 取 手 形 493 電 子 記 録 債 務 2,193
売 掛 金 1,940 短 期 借 入 金 3,150
契 約 資 産 534 未 払 費 用 445
電 子 記 録 債 権 1,096 未 払 法 人 税 等 51
商 品 及 び 製 品 157 設 備 関 係 支 払 手 形 25
仕 掛 品 1,485 契 約 負 債 20
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 534 リ ー ス 債 務 45
そ の 他 48 そ の 他 421
貸 倒 引 当 金 △3 固 定 負 債 2,798

固 定 資 産 6,995 長 期 借 入 金 325
有 形 固 定 資 産 3,440 退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,518
建 物 及 び 構 築 物 1,006 繰 延 税 金 負 債 471
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 573 リ ー ス 債 務 170
土 地 1,584 そ の 他 312
リ ー ス 資 産 230 負 債 合 計 10,000
そ の 他 46 （純資産の部）

無 形 固 定 資 産 61 株 主 資 本 4,365
投資その他の資産 3,493 資 本 金 1,641
投 資 有 価 証 券 3,449 資 本 剰 余 金 1,226
繰 延 税 金 資 産 1 利 益 剰 余 金 1,628
そ の 他 61 自 己 株 式 △130
貸 倒 引 当 金 △19 その他の包括利益累計額 1,268

その他有価証券評価差額金 1,424
退職給付に係る調整累計額 △155
純 資 産 合 計 5,634

資 産 合 計 15,635 負 債 及 び 純 資 産 合 計 15,635
（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書
（2022

2023
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 12,042
売 上 原 価 9,571

売 上 総 利 益 2,470

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,533
営 業 損 失 63

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 143
雑 収 入 43 187

営 業 外 費 用
支 払 利 息 32
雑 支 出 34 67
経 常 利 益 56

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 4
投 資 有 価 証 券 売 却 益 46 51
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 108
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 35
法 人 税 等 調 整 額 △6 29
当 期 純 利 益 78
親会社株主に帰属する当期純利益 78

（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2022

2023
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,641 1,226 1,591 △130 4,327
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △41 △41
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 78 78

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 ― ― 37 △0 37
当 期 末 残 高 1,641 1,226 1,628 △130 4,365

（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 846 △148 697 5,025
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △41
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 78

自 己 株 式 の 取 得 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 578 △7 571 571

当 期 変 動 額 合 計 578 △7 571 608
当 期 末 残 高 1,424 △155 1,268 5,634
（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 １社
連結子会社の名称 昭和トータルサービス株式会社

2. 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品・仕掛品 主として総平均法
原 材 料 移動平均法
なお、評価基準については、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっ

ております。
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

（リース資産を除く）
主として定率法によっております。主な耐用年数は、

建物及び構築物（３年～50年）、機械装置及び運搬具
（４年～12年）であります。

② 無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法によっております。
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社

内における利用可能期間（５年）で償却しております。



― 35 ―

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース
期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採
用しております。

（3）重要な引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常
の時点は次のとおりであります。
① 機器装置事業
（国内製品販売） 国内販売における収益の履行義務は、主に約定の仕

様を満たす製品の納入であります。出荷時から製品の
支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間で
ある場合には、当該製品の収益の認識時点は、主に出
荷時点で認識しております。また、当社グループが代
理人として商品の販売に関与している場合には、純額
で収益を認識しております。なお、取引対価は、契約
条件に従い、主に商品及び製品の引き渡し後（もしく
は顧客検収後）概ね１か月以内に受領しております。

（海外製品販売） 海外販売における主な収益の履行義務は、製品の引
き渡しと製品の据付設置及び試運転作業の実施などの
付随サービスの提供であります。当該収益の認識時点
は、主として製品の引き渡しについては契約書に定め
られた所有権移転時点（主に船積時点）、据付設置及び
試運転作業については顧客検収時点（検収書発行時）
で認識しております。なお、取引対価は、契約条件に
従い、製品の引き渡しについては船積後概ね２か月以
内、据付設置及び試運転作業については顧客検収後概
ね２か月以内に受領しております。
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② 素形材加工事業 素形材加工事業における収益の履行義務は、主に約
定の仕様を満たす製品の納入であります。出荷時から
製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の
期間である場合には、当該製品の収益の認識時点は、
主に出荷時点で認識しております。また、当社グルー
プが代理人として商品の販売に関与している場合には、
純額で収益を認識しております。なお、取引対価は、
契約条件に従い、主に商品及び製品の引き渡し後（も
しくは顧客検収後）概ね１か月以内に受領しておりま
す。

③ サービスエンジニアリング事業 サービスにおける収益の履行義務は、顧客が使用す
る製品の保守点検・メンテナンスに係る有償サービス
の提供であります。当該収益の認識時点は顧客検収時
点で認識しております。なお、取引対価は、契約条件
に従い、主に顧客検収後概ね１か月以内に受領してお
ります。

（5）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
退職給付に係る会計処理の方法 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
当連結会計年度末において発生していると認められる
額を計上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込

額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌連結会計年度から費用処理することとしております。
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会計方針の変更に関する注記
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月
17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、
時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
なお、連結計算書類に与える影響はありません。

会計上の見積りに関する注記
（貸倒引当金）
1．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

貸倒引当金 22百万円
2．連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

連結注記表の「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 4.
会計方針に関する事項（3）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金」に記載のとおりであ
ります。なお、サーモデバイス事業部の海外向け債権（568百万円）については、取引
先の財政状態に基づく支払能力を個別に評価しております。

（2）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
サーモデバイス事業部の海外取引先の支払能力は、決算日に入手可能な液晶パネルの
市場予測や価格動向及び取引先の財政状態に基づいて評価しております。

（3）翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
上述の見積り及び仮定について、将来見直しが必要になった場合、翌連結会計年度の

連結計算書類において追加の貸倒引当金が発生する可能性があります。
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連結貸借対照表に関する注記
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

建 物 及 び 構 築 物 49百万円
機械装置及び運搬具 0百万円
土 地 364百万円
投 資 有 価 証 券 495百万円
合 計 909百万円

（2）担保に係る債務
短 期 借 入 金 1,128百万円
長期借入金(1年内返済予定額を含む) 165百万円
合 計 1,293百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 8,084百万円

連結損益計算書に関する注記
（投資有価証券売却益）
国内政策保有株式の売却に係るものであります。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 発行済株式の種類及び総数
発行済株式の種類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度末株式数
普通株式（株） 897,000 897,000

2. 自己株式の種類及び株式数
自己株式の種類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度末株式数
普通株式（株） 72,882 73,018

3. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
2022年６月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 41百万円 50円00銭 2022年３月31日 2022年６月29日
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（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの
2023年６月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次

のとおり提案しております。
株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
普通株式 41百万円 50円00銭 2023年３月31日 2023年６月29日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることとしております。

金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、主に空調機器、熱源機器、熱処理炉、各種鋳物製品製造販売事業を行
うための設備投資計画等に照らして、必要な資金を金融機関からの借入により調達してお
ります。なお、一時的な余資は銀行預金または安全性の高い債券等に限定して運用してお
ります。
受取手形、売掛金及び電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信限度管理基準に沿

ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として業務上の関係を有する
会社の株式であり、定期的に時価や財政状態を把握し、発行会社との関係を勘案したうえ
で、継続保有の検討を行っております。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。
区分 連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）
投資有価証券
その他有価証券 3,302 3,302 －

資産計 3,302 3,302 －
長期借入金 325 322 2

負債計 325 322 2
（注）「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電
子記録債務」、「短期借入金」、「未払法人税等」については、現金及び短期間で決済される
ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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なお、市場価格のない株式等は、「投資有価証券のその他有価証券」には含まれておりま
せん。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであります。

区分 連結貸借対照表
計上額（百万円）

非上場株式 146
3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、次
の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場
価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプッ
ト以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル
に時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 3,302 － － 3,302

資産計 3,302 － － 3,302
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（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 － 322 － 322

負債計 － 322 － 322
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

①投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市場で

取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
②長期借入金
これらの時価は元利金の合計額を残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引
いた現在価値により算定しており、それぞれレベル２の時価に分類しております。

退職給付に関する注記
1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時
金制度を設けております。

2. 退職給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 3,049百万円
勤務費用 143百万円
利息費用 8百万円
数理計算上の差異の発生額 8百万円
退職給付の支払額 △216百万円
退職給付債務の期末残高 2,993百万円

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 1,475百万円
期待運用収益 44百万円
数理計算上の差異の発生額 △47百万円
事業主からの拠出額 110百万円
退職給付の支払額 △108百万円
年金資産の期末残高 1,474百万円
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（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負
債及び退職給付に係る資産の調整表
退職給付債務 2,993百万円
年金資産 △1,474百万円
退職給付に係る負債 1,518百万円

（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 143百万円
利息費用 8百万円
期待運用収益 △44百万円
数理計算上の差異の費用処理額 49百万円
確定給付制度に係る退職給付費用 156百万円

（5）退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は、次のとおりであ
ります。
未認識数理計算上の差異 155百万円
合計 155百万円

（6）年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 39.7％
株式 32.0％
一般勘定 25.1％
その他 1.4％
短期資金 1.8％
合計 100.0％
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮し
ております。

（7）数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0.3％
長期期待運用収益率 3.0％



― 43 ―

収益認識に関する注記
1. 収益の分解

当社グループは、機器装置事業、素形材加工事業及びサービスエンジニアリング事業を
営んでおり、各事業の主な財又はサービスの種類は、熱源・空調・環境・サーモデバイス
製品、素形材加工製品及び保守サービスであります。また、各事業の売上高は、機器装置
事業6,742百万円、素形材加工事業1,925百万円及びサービスエンジニアリング事業
3,373百万円であります。

2. 収益を理解するための基礎となる情報
「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 4．会計方針に関
する事項（4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、73百万円であ
り、当社は当該残存履行義務について、期末日後１年から２年の間で収益を認識すること
を見込んでおります。また、契約負債は前受金であり、収益の認識に応じて順次取り崩さ
れる見込みであります。なお、期首時点における契約負債残高のうち当連結会計年度に認
識した収益の額に重要性はありません。

１株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 6,838円05銭
2. １株当たり当期純利益 95円78銭
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貸 借 対 照 表
（2023年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）

流 動 資 産 8,512 流 動 負 債 7,170
現 金 及 び 預 金 2,202 支 払 手 形 3
受 取 手 形 493 電 子 記 録 債 務 2,193
売 掛 金 1,923 買 掛 金 844
契 約 資 産 534 短 期 借 入 金 3,150
電 子 記 録 債 権 1,096 未 払 金 21
商 品 及 び 製 品 157 未 払 費 用 433
仕 掛 品 1,485 未 払 法 人 税 等 39
原 材 料 534 預 り 金 307
前 払 費 用 9 設 備 関 係 支 払 手 形 25
そ の 他 77 契 約 負 債 20
貸 倒 引 当 金 △3 リ ー ス 債 務 45

固 定 資 産 6,825 そ の 他 85
有 形 固 定 資 産 3,085 固 定 負 債 2,700
建 物 789 長 期 借 入 金 325
構 築 物 49 預 り 保 証 金 312
機 械 及 び 装 置 572 退 職 給 付 引 当 金 1,421
車 輌 運 搬 具 0 繰 延 税 金 負 債 471
工 具、 器 具 及 び 備 品 34 リ ー ス 債 務 170
土 地 1,402 負 債 合 計 9,871
リ ー ス 資 産 230 （純資産の部）
建 設 仮 勘 定 5 株 主 資 本 4,041

無 形 固 定 資 産 61 資 本 金 1,641
投資その他の資産 3,678 資 本 剰 余 金 1,226
投 資 有 価 証 券 3,449 資 本 準 備 金 532
関 係 会 社 株 式 70 そ の 他 資 本 剰 余 金 693
そ の 他 178 利 益 剰 余 金 1,304
貸 倒 引 当 金 △19 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,304

繰 越 利 益 剰 余 金 1,304
自 己 株 式 △130
評価・換算差額等 1,424
その他有価証券評価差額金 1,424
純 資 産 合 計 5,466

資 産 合 計 15,338 負 債 及 び 純 資 産 合 計 15,338
（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2022

2023
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 11,771
売 上 原 価 9,376

売 上 総 利 益 2,395

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,508
営 業 損 失 112

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 144
雑 収 入 48 193

営 業 外 費 用
支 払 利 息 34
雑 支 出 36 71
経 常 利 益 9

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 4
投 資 有 価 証 券 売 却 益 46 51
税 引 前 当 期 純 利 益 61
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 18
法 人 税 等 調 整 額 △6 12
当 期 純 利 益 48

（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2022

2023
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,641 532 693 1,226 1,297 1,297
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △41 △41
当 期 純 利 益 48 48
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― 7 7
当 期 末 残 高 1,641 532 693 1,226 1,304 1,304

（単位：百万円）
株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △130 4,034 846 846 4,880
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △41 △41
当 期 純 利 益 48 48
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 578 578 578

当 期 変 動 額 合 計 △0 7 578 578 586
当 期 末 残 高 △130 4,041 1,424 1,424 5,466
（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式
その他有価証券

移動平均法による原価法

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品･仕掛品 主として総平均法
原 材 料 移動平均法
なお、評価基準については、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっ

ております。
2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

（リース資産を除く）
定率法によっております。ただし、1998年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については、定額法を採用しております。主な耐
用年数は、建物（３年～50年）、機械及び装置（12
年）であります。

（2）無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法によっております。
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社

内における利用可能期間（５年）で償却しておりま
す。

（3）リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース
期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採
用しております。
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3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。

（2）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
事業年度末において発生していると認められる額を計
上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込

額を当事業年度までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）
による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事
業年度から費用処理することとしております。

4. 収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は次のと

おりであります。
（1）機器装置事業

（国内製品販売） 国内販売における収益の履行義務は、主に約定の仕
様を満たす製品の納入であります。出荷時から製品の
支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間で
ある場合には、当該製品の収益の認識時点は、主に出
荷時点で認識しております。また、当社が代理人とし
て商品の販売に関与している場合には、純額で収益を
認識しております。なお、取引対価は、契約条件に従
い、主に商品及び製品の引き渡し後（もしくは顧客検
収後）概ね１か月以内に受領しております。
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（海外製品販売） 海外販売における主な収益の履行義務は、製品の引
き渡しと製品の据付設置及び試運転作業の実施などの
付随サービスの提供であります。当該収益の認識時点
は、主として製品の引き渡しについては契約書に定め
られた所有権移転時点（主に船積時点）、据付設置及び
試運転作業については顧客検収時点（検収書発行時）
で認識しております。なお、取引対価は、契約条件に
従い、製品の引き渡しについては船積後概ね２か月以
内、据付設置及び試運転作業については顧客検収後概
ね２か月以内に受領しております。

（2）素形材加工事業 素形材加工事業における収益の履行義務は、主に約
定の仕様を満たす製品の納入であります。出荷時から
製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の
期間である場合には、当該製品の収益の認識時点は、
主に出荷時点で認識しております。また当社が代理人
として商品の販売に関与している場合には、純額で収
益を認識しております。なお、取引対価は、契約条件
に従い、主に商品及び製品の引き渡し後（もしくは顧
客検収後）概ね１か月以内に受領しております。

（3）サービスエンジニアリング事業 サービスにおける収益の履行義務は、顧客が使用す
る製品の保守点検・メンテナンスに係る有償サービス
の提供であります。当該収益の認識時点は顧客検収時
点で認識しております。なお、取引対価は、契約条件
に従い、主に顧客検収後概ね１か月以内に受領してお
ります。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理

の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異
なっております。
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会計方針の変更に関する注記
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月
17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価
算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用
指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
なお、計算書類に与える影響はありません。

会計上の見積りに関する注記
（貸倒引当金）
1．当事業年度の計算書類に計上した金額

貸倒引当金 22百万円
2．計算書類利用者の理解に資するその他の情報

計算書類利用者の理解に資するその他の情報に関する注記については、連結計算書類
「会計上の見積りに関する注記 2．連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報」と
同一の内容であるため、記載を省略しております。

貸借対照表に関する注記
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

建 物 49百万円
機 械 及 び 装 置 0百万円
土 地 364百万円
投 資 有 価 証 券 495百万円
合 計 909百万円

（2）担保に係る債務
短 期 借 入 金 1,128百万円
長期借入金(1年内返済予定額を含む) 165百万円
合 計 1,293百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 8,041百万円
3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短 期 金 銭 債 権 39百万円
長 期 金 銭 債 権 59百万円
短 期 金 銭 債 務 3百万円
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損益計算書に関する注記
（関係会社との取引高）
営業取引による取引高

仕 入 高 42百万円
営業取引以外の取引高 8百万円

（投資有価証券売却益）
国内政策保有株式の売却に係るものであります。

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数
自己株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度末株式数
普通株式（株） 72,882 73,018

税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
退職給付引当金 415百万円
繰越欠損金 202百万円
投資有価証券 126百万円
減損損失 58百万円
未払賞与 53百万円
棚卸資産 8百万円
貸倒引当金 6百万円
その他 19百万円
繰延税金資産小計 891百万円
評価性引当額 791百万円
繰延税金資産合計 99百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 570百万円

繰延税金負債合計 570百万円
繰延税金負債の純額 471百万円
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収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「収益
認識に関する注記」に同一の記載をしているため、注記を省略しております。

１株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 6,634円32銭
2. １株当たり当期純利益 59円21銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2023年５月17日

昭和鉄工株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 上 田 知 範
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 室 井 秀 夫

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、昭和鉄工株式会社の2022年４月

１日から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、昭和鉄工株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督
及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2023年５月17日

昭和鉄工株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 上 田 知 範
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 室 井 秀 夫

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、昭和鉄工株式会社の2022

年４月１日から2023年３月31日までの第101期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。



― 57 ―

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第101期事業年度の取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書
を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分
担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及
び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正
を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（令和３年11月16日企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な
事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

2023年５月19日

昭和鉄工株式会社 監査役会
常勤監査役 伊 達 正 治 ㊞
社外監査役 吉 田 泰 彦 ㊞
社外監査役 本 田 隆 茂 ㊞

以 上



宇美町立図書館

早見工業
団地入口

上
北
川
橋

山渋

宇美町
役場

宇美八幡宮

JR香椎線

宇 美 川

JR宇美駅

県
道
　
　
筑
紫
野
古
賀
線

35

60

県
道
　
　
福
岡
太
宰
府
線

68

昭和鉄工株式会社
本社・宇美工場

宇美八幡宮北

宇
美
町
役
場
入
口 早見工業団地

四王寺坂第三

早見口

宇美町役場入口

N

株主総会会場のご案内図

■場 所 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地８
当社 宇美工場会議室
電話 （092）933-6391

■交通機関
●西鉄バスご利用の場合
「博多バスターミナル」から系統番号37番で約50分
「早見工業団地」下車 徒歩約３分
●ＪＲご利用の場合
「宇美駅」から徒歩約20分 または
西鉄バス「ＪＲ宇美駅」から系統番号37番で約４分
「早見工業団地」下車 徒歩約３分
●お車でお越しの場合
福岡空港より約25分
博多駅より約40分


